
市民の皆さんに松戸市人事行政の運営等の状況について理解していただくため、その概要をお知らせします。

問 人事課 TEL：047-366-7306

◆職員の任免および職員数等に関する状況

1．部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在）

（注） 1　職員数は、一般職（常勤）に属する職員数です。

2　平成26年の特別行政部門は、教育長を含んでいます。

3　【　　　】内は、条例定数の合計です。

2．職員の採用および退職の状況（平成26年度：平成26年4月1日～平成27年3月31日）

（注） 市長部局等には教育委員会を除く各行政委員会を含みます。
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3．年齢別職員構成の状況（平成27年4月１日現在）

　

4．職員数の推移

（単位：人・％）

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
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◆職員の給与の状況

1．総括

(1)人件費の状況（普通会計決算）

人

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は、平成26年4月1日現在の人数です。

(3)ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注） 1　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

   学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。国家公務員の

   給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。   

2　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。   

3　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（2年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。

※　平成27年4月1日のラスパイレス指数が、①3年前に比べ1ポイント以上上昇している場合、②3年連続で上昇している場合、③100を

　　 超えている場合について、その理由及び改善の見込

10,211,332

千円

5,527,479

　　　　　　　　　　　％

142,360,235

（H27.3.31）

類似団体平均給与費 B/A

18.4

合計　Ｂ

千円　　　　　千円
平成26年度

給料

（要因）

（改善方法）

・平成24年度までは国を主として合成した給料表を使用していたため。（平成25年度より国と主として同じ給料表に改正）
・給料表に継ぎ足しをしているため

19.4

千円

6,658

区分

3,108,704 17,469,449

（参考）

　　　　　　％

区分

一人当たり

4,149,4132,624

人

職員数　A

・管理職の人数削減
・高齢層職員（56歳以上）の昇給停止
・高位号級の昇給停止
・給料表の継ぎ足し部分の廃止

人件費　B歳出額　A　

487,919
平成26年度

　　　　　千円　　　　　千円

人件費率　B/A

26,227,709

住民基本台帳人口

　　　　　　　千円

期末・勤勉手当

6,511

千円

（参考）

平成25年度の人件費率

給与費

職員手当

千円

実質収支
（平成26年度末）
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(4)給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、表級表の水準の平均2％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。

①給料表の見直し

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定時期）、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合

（参考）

③その他の見直し内容

2．一般行政職給料表の状況（平成27年4月1日現在） （単位：円）

（注） 給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

4級

1号給の

2級

137,600 258,300

1級 6級

360,100 456,100

7級5級

国基準による支給割合

松戸市の支給割合

平成26年度
の支給割合 4月1日時点

（支給割合）

（実施時期）

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

　国基準10％に対し、本市においても10％を支給。

　平成27年4月1日より実施。

 （改定実施時期）

給料月額

347,700
給料月額

244,900 378,700
最高号給の

404,300301,900

285,000187,700 223,900

 （　内　　容　）

平成27年4月1日

一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2.94％、最大7.6％の引下げ。

激変緩和のため、3年間（平成30年3月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

他の給料表については、一般行政職との均衡を踏まえて見直しを実施。

遡及改定

平成27年度の支給割合 見直し後の支給割合
（H28.4.1）

10% 10% - 10%

10% 10% -

315,800 405,800

491,800457,600

10%

9級

423,500 525,200

8級3級
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3．職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成27年4月1日現在）

　　　①一般行政職

歳 円 円 円 年

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円 歳 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

円 円

円 円

円 円

※　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。

※　技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※　年収ベースの「公務員（C）」および「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

     期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（2)職員の初任給の状況（平成27年4月1日現在）

Ⅰ種 円

Ⅱ種 円

円 円 円

円 円

（3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

148,200

145,800

D

-50.2
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区分 国

180,800 円

松戸市

うち給食調理員 3,876,600
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公務員
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年収ベース（試算値）の比較

民間

48.3 -

-

52.5 257人

平均年齢

337,606

51.6

A/B平均年齢
の類似職種

52.0

- - -328,514 364,101388,444

52.8 321,373 377,586 356,399

千葉県

松戸市 40.8

平均年齢区分 平均給料月額

42.3 326,573 416,393

国

区分

43.5

うち給食調理員 53.6 86人

平均給料月額

公務員

349,095

A

396,971

384,152403,425

41.8類似団体

平均給与月額

松戸市

334,283

（国ベース）

373,485

C

うち用務員

区分

1.68

2.12

144,200

-

3,952,300

C/D

274,900

340,600

高校卒 146,500

うち清掃職員

松戸市

技能労務職

技能労務職

経験年数15年

大学卒

高校卒

258,600

一般行政職

216,300

－

295,800

経験年数10年

一般行政職

142,100

－

経験年数20年

高校卒

中学卒

－

-

- - - -

1.98

--

2,774,400

319,800

区分

301,300 367,100

124人

参考

5,874,437

6,508,068

174,200

181,200
大学卒

429,667

353,050 用務員

廃棄物処理業

200,300

328,318

- -

千葉県

うち用務員

国 2,994人

38人 369,682

289,141

310,312

527人

50人 361,622

千葉県

182,800 円

参考

392,090

--

調理士

44.9

54.6

平均給与月額

1.39

-

1.68

民間

1.81

289,500

対応する民間
B

286,50043.9

-

職員数
平均給与月額

376,102

323,064 423,877

375,264

309,808

　　　 -

421,528

408,996

平均給与月額 平均給与月額（国ベース） 平均勤続年数

14.3
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4．一般行政職の級別職員数等の状況

（1)一般行政職の級別職員数の状況（平成27年4月1日現在）

（注） 1　松戸市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

  

（2)昇給への勤務成績の反映状況

※松戸市においては実施しておりません。

9級 ％部長

11.7 ％

課長

補佐

292

2073級

6級

1,392

6.0

合計 ％
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0

25
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人

主幹、係長

部長、次長

主任主事、主任技師

主事、技師 388

8級

8.8

0.0

標準的な職務内容 職員数 構成比区分
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4級, 11.7%
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6級, 16.0%
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5．職員の手当の状況

（1)期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（平成26年度） １人当たり平均支給額（平成26年度）

千円 千円

（平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合） （平成26年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 5～15％ ・役職加算 5～20％ ・役職加算 5～20％

・管理職加算 15・25％ ・管理職加算 10～25％

（注） 　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

※勤務実績に応じて、最大30%まで加給

（2)退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　自己都合 定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　自己都合 定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

退職前早期退職特例措置 （2％～45％） 退職前早期退職特例措置 （2％～45％）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

(3)地域手当

（平成27年4月1日現在）

％ 人 ％

（注）地域手当補正後のラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　　　地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

（補正前のラスパイレス指数　×　（1＋当該団体の地域手当支給率）　/　（1＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

  

1,678

期末手当 勤勉手当

2.60　月分 1.50　月分

（1.45）月分（1.45）月分

千葉県

29.145

全地域（医師以外）

20.445

松戸市

2.60　月分

34.5825

2,951

（0.70）月分

1,478

勤勉手当

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

49.59

1,164,396

10

1,776

国の制度（支給率）

支給実績（平成26年度決算）

　（　ラスパイレス指数　）

102.8

支給率

49.59

支給対象地域

49.59

396,592

22,993

―

国

勤勉手当

地域手当補正後ラスパイレス指数

25.55625

（　102.8　）

支給対象職員数（平成26年度）

49.59

49.59

1.50　月分

41.325

10

41.325

千円

期末手当

（0.70）月分 （1.45）月分

20.445

49.59

2.60　月分

円

期末手当

29.145

国

34.5825

（0.70）月分

25.55625

1.50　月分

松戸市

7



(4)特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

(5)時間外勤務手当

 （注） 職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職、教育職員等、

制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

保育手当

生活保護等面接手当

支給実績（平成26年度決算）

％職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度）

税務外勤手当

手当の名称 左記職員に対する支給単価

防疫等作業手当

危険作業手当

75円/日

消防出場手当

主な支給対象業務

教育業務連絡指導手当

事務職、技術職、技労職

手当の種類（手当数）（平成27年度）

行旅死病人取扱手当

38.1

14

事務職

51,095

45,620

千円

大規模災害等、消防水中訓練

500円/日

2,000円（病人）、3,000円（死人）

300円/日

感染症患者治療等

200円/日

不快職場、土日勤務職場、延長保育

400円/回

300円/日

し尿・ごみ等収集処理 500円/日

100円～2,000円/回

250円/日

医療職

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 円

主な支給対象職員

支給実績（平成26年度決算）

技労職

防疫作業、害虫駆除等

特殊現場勤務手当

技労職

723,071

大型車両、特殊車両運転

事務職

技労職

事務職、技術職、技労職

千円

千円

職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）

支給実績（平成25年度決算）

料金等徴収手当

教育職員特別業務手当

職員１人当たり平均支給年額（平成25年度決算）

351

500円/回

滞納分の料金徴収

調理員

150円～1,500円/日

環境衛生従事手当

特殊車両運転手当

し尿・ごみ等収集処理手当

千円

821,294

334

千円

消防職

生活保護者の認定、面接、訪問等

通常保育

税務職

事務職

有害物取扱、高所作業

外勤・対人折衝

行旅死病人の処理作業

130円～600円/日

1,700円以内/日教育職

災害出場、救急出場

教育業務

200円/回

教育業務

教育職
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（6)その他の手当（平成27年4月１日現在）

円

円

円

円

円

円

6．特別職の報酬等の状況（平成27年4月1日現在）

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

　 （平成26年度支給割合）

月分

　 （平成26年度支給割合）

月分

　　 （算定方式）

円

円

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額および支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた

場合における退職手当の見込額です。   

副市長

議員

議長

副議長

副市長

議長

市長

給
料

市長

議員

副議長
報
酬

期
末
手
当

市長

副市長

支給実績
（平成26年度決算）

　月額54,400円～114,000円を支給

23,688,000

724,000 445,000

660,000 385,000

606,000 360,000

異なる

930,000 616,000

1,118,000 275,400

退
職
手
当

860,000

660,000

590,000

○医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

（1期の手当額）

4.1

　月額183,700円以内を支給

1,050,000

（参考）類似団体における最高／最低額

給料月額等

0

10,732,800

720,000

給料月額×在職月数×26/100

給料月額×在職月数×47/100

4.1

（支給時期）

任期ごと

任期ごと

および支給額

141,428

千円

初任給調整手当

区分

0

役職分類

千円

83,152

○管理又は監督の地位にある職員

226,342

728,756

同じ

　時間単価の3.5割増×時間数を支給

　定期券は6ヶ月定期等最も経済的なもの

　使用距離に応じて月額3,000円～

　25,500円を支給

○自動車等を使用する場合

千円

者の距離区分

役職分類

異なる

異なる

国の制度と
異なる内容

227,257

管理職手当

休日勤務手当

住居手当

千円

184,469

および支給額

および支給額

332,313

自動車等使用

205,846

支給職員１人当たり

（平成26年度決算）

平均支給年額

通勤手当

6,500円

　勤務した職員

○休日における正規の勤務時間中に

　定期代等月額55,000円までは全額支給

　家賃額に応じて27,000円を限度に支給

1人につき

○借家・借間居住者

○配偶者以外の扶養親族

　（高校生～大学生）

○上記のうち満16歳となる年度初めから

○電車・バスを利用する場合

　満22歳の年度末までの子

○持家居住者 7,000円

　家賃が月額8,500円を超える場合、

244,671

支給額

253,809

千円

最低限度額

持家居住者の

借家・借間の

13,000円

異なる

千円

6,500円

5,000円加算

手当名
国の制度
との異同

同じ

11,000円

内容および支給単価

○独身者が扶養している場合

○配偶者

扶養手当
2人目以降

1人目
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7．公営企業職員の状況

（1）病院事業

①　職員給与費の状況

　　決算

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は、平成27年3月31日現在の人数です。

②　職員の基本給、平均月収額および平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

③　職員の手当の状況

ア　期末・勤勉手当

1人当たり平均支給額（平成26年度）

（平成26年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.50 月分

（ 1.45　） 月分 （ 0.70 ） 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算       5～15％

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 定年

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

退職前早期退職特例措置

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たりの平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

（2％～45％）

1,901 15,610

501,084

29.145 34.5825

41.325 49.59

49.59 49.59

松戸市病院事業

1,405 千円

松戸市病院事業

20.445 25.55625

456,203

事務職員 43.1 328,980 502,010

団
体
平
均

医師 44.6 564,750 1,389,096

看護師 38.8 288,414

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

松戸市 39.2 357,875 603,067

事務・医療技術者等 40.1 349,872 560,747

医師 44.9 616,895 1,282,171

看護師 37.8 314,670

千円

1,026 3,704,378 1,557,636 1,499,244 6,761,258 6,590
平成26年度

人 千円 千円 千円 千円

区分 職員数　A
給与費

1人当たり給与費　B/A
給料 職員手当 期末･勤勉手当 合計 Ｂ

平成26年度
千円 千円 千円 ％ ％

18,902,662 △ 251,327 10,790,858 57.1

区分 総費用　A
純損益又は
実質収支

職員給与費　B
総費用に占める （参考）　平成25年度の総費用

職員給与費比率　B/A に占める職員給与費比率

56.5
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ウ　地域手当（平成27年4月1日現在）

％ ％

％ ％

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

オ　時間外勤務手当

カ　その他の手当（平成26年4月1日現在）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

医師　　月額 100,100円

助産師　月額 10,000円

看護師　月額 6,000円

円

休日勤務手当 277,736 17,359

初任給調整手当 異なる
支給対象者
および支給額

176,672,465 円 237,463

り平均支給年額

（平成26年度決算）

扶養手当

P.9と同様

67,555,119 201,057

住居手当 108,329,783

職員1人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 193 千円

手当名 内容および支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

178,762

通勤手当 60,994,894 78,805

管理職手当 189,759,915 944,079

支給実績
（平成26年度決算）

支給職員1人当た

職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 204 千円

支給実績（平成25年度決算） 193,090 千円

赴任手当 医師 要請に基づき赴任した医師 200,000円以内/回

支給実績（平成26年度決算） 212,230 千円

院内待機手当 医師 救急のため院内待機 19,000円/回

派遣手当 医師 要請に基づく診療業務等 60,000円以内/回

解剖手当 医師・医療技術者 解剖業務 3,000円/体

特別看護手当 看護師・看護助手 早出、遅出勤務 5,000円以内/月

放射線取扱手当 全職種 放射線等照射業務 200円/日

防疫手当 全職種 感染症患者の収容、検診、治療、消毒作業 500円/回

夜間看護手当 看護師・医療技術者 夜間看護等 7,500円以内/回

手術手当 看護師 手術室に勤務 10,000円/月

休祭日勤務手当 全職種 休祭日の特別な診療業務 13,000円以内/日

自宅待機手当 全職種 救急診療等のため待機を命ぜられた職員
10,000円/月
（5回を超えた1回につき2,000円加
算）

観察手当 医師 術後経過観察、重症患者治療 10,000円以内/回

急患診療手当 全職種 救急診療のため業務に従事した職員 18,000円以内/回

左記職員支給単価

臨床指導・調査・研究手当 医師 診療業務 月額200,000円以内

入院受入手当 医師 入院患者の受入業務 5,000円/人

手当の種類（手当数）（平成27年度） 15

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 569,925 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度） 81.5 ％

医師 15

支給実績（平成26年度決算） 479,877 千円

全地域（医師以外） 10

医師に対する特例 支給率

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 569,925 円

支給対象地域 支給率

支給実績（平成26年度決算） 446,610 千円

一般行政職の制度（支給率）

10

医師の制度（支給率）

15

支給対象職員数（平成26年度）

人970

支給対象職員数（平成26年度）

人118
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(2)水道事業

① 職員給与費の状況

　　決算

（参考）

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は、平成27年3月31日現在の人数です。

② 職員の基本給、平均月収額および平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末・勤勉手当

1人当たり平均支給額（平成26年度）

千円

（平成26年度支給割合）

2.60 月分 1.50 月分

（ 1.45 ） 月分 （ 0.70 ） 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算       5～15％

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率） 自己都合 定年

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

退職前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注） 退職手当の1人当たりの平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

49.59 49.59

（2％～45％）

実績なし 26,097

水道事業

20.445 25.55625

29.145 34.5825

41.325 49.59

期末手当 勤勉手当

団体平均

139,146 9.1

水道事業

1,823

区分 平均年齢 基本給 平均月収額

松戸市 43.9 338,504 527,068

44.9 348,021 517,229

　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

1,532,299 453,989

平成26年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

22 78,160 20,875 40,111 139,146 6,325

区分 総費用　A
 純損益又は

実質収支
職員給与費　B

総費用に占める
職員給与費比率

B/A
平成25年度の総費用に
占める職員給与費比率

9.1

区分 職員数　A
給与費 一人当たり給与費 

給料 職員手当 期末・勤勉手当 合計　Ｂ 　　B/A

平成26年度
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ウ　地域手当

（平成27年4月1日現在）

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

オ　時間外勤務手当

カ　その他の手当（平成27年4月1日現在）  

円 円

円 円

円 円

円 円

支給実績
（平成26年度決算）

支給職員1人当たり
平均支給年額

（平成26年度決算）

扶養手当

P.9　と同様

272,600

住居手当 135,857

通勤手当 103,698

管理職手当 856,080

2,726,000

1,902,000

2,073,950

3,424,320

職員1人当たり平均支給年額（平成25年度決算） 152 千円

手当名 内容および支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と

異なる内容

職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 103 千円

支給実績（平成25年度決算） 3,492 千円

- - - -

支給実績（平成26年度決算） 2,271 千円

手当の種類（手当数）（平成27年度） -

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算） - 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度） - 　％

全地域 10 22 10

支給実績（平成26年度決算） - 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 385,420    円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数（平成26年度） 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（平成26年度決算） 8,480 千円

13



◆職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間制度（部局別）

1日・1週間当たりの勤務時間、始業・就業時刻、休憩時間、休息時間の状況

通常の日勤職員

勤務時間 1日当たり 7.75時間

1週間当たり　 38.75時間

始業時刻 午前8時30分

終業時刻 午後5時00分

休憩時間 午後0時15分～午後1時00分 (45分間）

その他の職員

夜間勤務（2交代制、3交代制のある交代勤務職場（消防、クリーンセンター、病院等）

休憩時間 勤務時間が8時間以上に1時間以上

※休息時間 平成19年4月1日から廃止

（2）休暇制度{年休・特別休暇(病休含む）・介護休暇、組合休暇}

① 年次有給休暇制度 毎年度4月1日に最高20日付与、翌年度に20日まで繰り越すことが可能

② 特別休暇

夏季休暇 7月から9月までの間に8日以内

結婚休暇 5日以内

忌引休暇 続柄により1日～10日

父母の追悼 実父母の3回忌、7回忌などの行事の日　1日

母体保護時間 妊娠中　30分単位で1日朝夕1時間まで

妊婦検診 妊娠中又は出産後1年以内の職員　必要な時間

妊娠6月まで4週に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、産後1年まではその間に1回

妻の分娩休暇 分娩の日から2週間以内に3日

男性の育児休暇 妻の出産日の翌日から8週間（小学校就学前の子が別にいる場合、出産予定日の前8週間から出産日後8週間）の間に

生まれた子、又は小学校就学前の子の養育のため、当該期間内において5日以内

育児時間 生後１歳に達しない子を育てるとき、30分単位で1日朝夕1時間まで

子の看護休暇 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)が病気や負傷した場合の看護をするため

に、対象となる子どもが1人の場合は、1年度で5日以内、2人以上いる場合は、1年度で10日以内

短期介護休暇 配偶者、父母、子等が疾病、老齢により日常生活を営むにあたり支障がある場合、1年度で5日以内

公民権行使 必要な時間（選挙等）

裁判員、証人、鑑定人 裁判員、証人、鑑定人として裁判所に出頭するとき、又はこれに準ずるとき、必要な期間

生理休暇 女性が生理時に就業が著しく困難なとき、2日以内

ボランティア休暇 1年度で5日以内

大災害の被災地、被災者への支援

身体障害者療護施設、特別養護老人ホームなどの支援

青少年の健全育成を目的とする活動

ドナー休暇 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞の提供希望の登録、検査、入院等、必要な期間

産前・産後休暇 分娩予定日前8週間(多胎妊娠の場合においては、14週間）前の日から出産日後8週間を経過する日までの期間

災害休暇 市長が必要と認めたとき、必要な期間

③ 介護休暇 配偶者、父母、子等が疾病、老齢により日常生活を営むにあたり支障がある場合、一の疾病に対し180日間　無給

④ 病気休暇 負傷、疾病にかかったとき、医師が療養に必要と認めた期間、最長90日間

⑤ 組合休暇 登録された職員団体の業務、又は活動に従事する期間、1年度で30日まで　無給
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◆職員の分限および懲戒処分の状況

（1）分限処分の処分人数（部局別）

平成26年度分限休職処分者数（延べ人数）

47 人

25 人

5 人

32 人

0 人

109 人

（2）懲戒処分の処分人数（部局別）

平成26年度懲戒処分者数

5 人

0 人

0 人

0 人

0 人

5 人

◆職務の服務状況

（1）年休使用状況（部局別）

① 年次有給休暇の平成26年度平均取得日数 ② 年次有給休暇の平成27年4月1日の平均付与日数

日 日

日 日

日 日

日 日

日 日

（2）育休・部分休業取得状況（部局別）

① 平成26年度育児休業新規取得者数 ② 平成26年度部分休業新規取得者数

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

◆職員の研修および勤務成績の評定の状況

（1）研修の実績（平成26年度・人事課実施分）

派遣研修 職務の専門的かつ総合的な知識・技能の習得のため専門機関へ派遣 285 356人

323 3,777人合　　計

特別研修 特定の行政課題に対応するために必要な知識・技能の習得 17 1,901人

実務研修 実務遂行に必要な知識・技能の習得 5 470人

区　分 研　修　内　容 コース数 人数

基本研修 役職および勤務年数等に応じた基本的な知識・技能の習得 16 1,050人

病院 36 病院 1

水道 0 水道 0

教育委員会 2 教育委員会 0

消防局 0 消防局 0

部局 人数 部局 人数

市長部局等 23 市長部局等 17

病院 11.2 病院 36.1

水道 10.4 水道 39.0

教育委員会 14.1 教育委員会 37.1

消防局 14.1 消防局 38.8

部局 日数 部局 日数

市長部局等 11.4 市長部局等 37.4

水道 - -

合計

消防局 - -

病院 - -

市長部局等 戒告（5人） 地方公務員法第29条第1項第1号および第3号

教育委員会 - -

合計

部局 人数 処分の種類 処分事由

休職

病院 休職

水道 - -

部局 人数 処分の種類 処分事由

市長部局等 休職

心身の故障（地方公務員法第28条第2項第1号）
教育委員会 休職

消防局
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（2）勤務成績の評定の状況（平成26年度）

◆職員の福祉および利益の保護の状況

（1）千葉県市町村職員共済組合、公立学校共済組合

地方公務員等共済組合法に基づき、健康保険に相当する短期給付、厚生年金保険に相当する長期給付事業等を行っています。

（2）松戸市役所職員共済組合

地方公務員法第42条に基づき、職員の元気回復、その他厚生に関する事業を実施していますが、この組織は、現在、市からの

交付金（公費支出）はなく、組合員（職員）の掛金だけで運営されています。

（3）健康診断の実施状況

労働安全衛生法に基づき、年一回職員に対して健康診断を実施しています。

（4）公務・通勤災害件数(部局別）(平成26年度）

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

※認定には、前年度「申請」分も含みます。 ※認定には、前年度「申請」分も含みます。

◆公平委員会の業務の状況

1．勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし

2．不利益処分に関する不服申立ての状況 該当あり

合計 22 23 合計 5 7

水道 0 0 水道 0 0

病院 3 3 病院 1 3

消防局 2 2 消防局 2 2

教育委員会 3 3 教育委員会 0 0

市長部局等 14 15 市長部局等 2 2

公務災害 申請 認定 通勤災害 申請 認定

定期健康診断及び
生活習慣病予防検査（35歳以上）

1,360 人

特殊業務等健康診断 81 人

評定項目
独創性、理解判断力、評価力、指導監督力、職務知識、企画立案力、折衝力、協調性、積極性、責
任感、研究心、服務規律、正確性、仕事の早さ、仕事の成果、応対力、言語表現力、文書表現力、
計数力、勤勉性、即応性、熟練性

区分 受診者数

定期健康診断（35歳未満） 699 人

評定期間 平成25年10月1日から平成26年9月30日

対象者 平成26年9月末日に在職する職員（臨時職員、非常勤職員、条件付採用期間中職員等を除く）

対象職員数 2,929人

16


